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３、調停の開始から終了までの標準的な進行  

 

  

 

  

  

 

  

 

  

  

  

  

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

受 理 不 受 理 

申立人へ通知 

調停員会 

応 諾 
【調停実施場所】 

本会の調停室 

センターが指定する会場 

第Ｎ回調停期日 

第Ｍ回調停期日 

第２回調停期日 

第１回調停期日 

土地の境界が明らかでないことを 

原因とする民事に関する紛争 

相手方へ通知 

相手方を出席させる 

強制力はありません 

申立書・申立手数料 

持参、郵送、振込 

50,000 円 

申立人へ通知 

不応諾 

応諾書提出 

説明（相手方へ） 

出席確認書提出 

【担当調停員選任】 

土地家屋調査士２人 

弁護士１人 

希望により登記手続・境界標設置他 

・調停は非公開で行います  

・調停は交互面接（別席面接） 

で行います 

・１回の期日は３時間以内、 

期日回数は５回までを目標 

としています  

和解契約書作成 

成立手数料 140,000 円 

（注） 

和 解 成 立 取下げ・離脱 

当事者へ通知 当事者へ通知 

打 切 り 

調停期日手数料 

20,000 円 

必要に応じて 

現地調停、測量・鑑定 

説明（申立人へ） 

申立て（センター事務所）

苦情処理委員会 

苦情申し立て 


